
「緊急事態宣言」自粛解除を受けて、事務所使用時の注意事項 

 ＊必ずマスク着用 体温測定をしてきてください。＊ 

 ＊体調不良の時は無理せずお休みください 

 

1. 入室前：洗面所でうがいと手洗いしてください。固形石鹸が県連用です。 

手洗いは（手のひら⇒手の甲⇒手首⇒指間⇒指 1 本ずつ） 

ペーパータオル置いています。ご使用ください。 

2. 入室 ： 体温チェック表に日付・氏名・体温を記入してください。 

3. 窓は全開で、机といすを拭いてご使用ください。 

（雑巾とゴム手袋はは窓の右側の手前にあります。） 

4. 「三蜜」は避ける、使用人数によって机、いすの配置を考えてください。 

5. お帰りの時は、食べ物・空き缶・ペットボトルは必ず持ち帰ってください。 
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